
令和 7 年度 介護職員処遇改善加算について 

医療法人社団 千葉光会 

                              介護医療院あきやまの郷 

 

１対象事業所： 介護医療院、短期入所療養介護、（予防）通所リハビリテーション  

地域密着型特定施設入居者生活介護  

 

２ 対象職員： 介護業務に携わる正規職員、非常勤職員  

 

３ 改善期間： 令和 7 年 6 月～令和 8 年 5 月  

 

４ 加算区分； 各事業所ともに加算Ⅰ  

 

５ 改善方法及び金額  

① 常勤職員の基本給に 5,000 円～11,000 円（所持資格、勤続年数により変動）を上乗せ

して支給。  

② 常勤職員に介護業務手当として 13,000 円～17,000 円（所持資格により変動）を毎月の

給与にて支給。  

③ 年度末に加算総額がそれまでの支給総額を上回っている場合は調整金として支給  

※期中に事業収入が増減した場合は、一時金の額を増減して調整する。また、想定以上の事

業収入の減 少があった場合は、毎月の調整分配金の金額を減額することもある。  

 

６ キャリアパス要件  

① キャリアパス要件Ⅰ  

イ) ロ) ハ) 職位と、それに応じた職務内容、資格、参加研修、賃金体系を定めます。これ

らを規定した根拠規定を就業規則にて整備し、全ての介護職員に周知します。  

② キャリアパス要件Ⅱ  

イ) ① 社内研修の年間計画を立て、全職員に周知し、社内および社外研修に参加するよう

呼びかけ、参加後は学びを共有することとしている。評価については、年２回、職位に

応じた職務内容について評価を行い、面談後、各次期の目標を立ててもらい取り組んで

いく。  

② 資格取得について、当法人研修支援規定に基づき、幅広く職員の資格取得、研修を

支援していく。  



ロ) 社内研修については、年間スケジュールを掲示し、参加したものは各自記入することと

する。  

③ キャリアパス要件Ⅲ  

イ) 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 年２回、「人事考課表」を用いて職位

に応じた職務内容について評価を行う。  

ロ) 「給与規定」に経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組みについて規定され、自由に

閲覧できる ようにする。  

④キャリアパス要件Ⅳ 法人内において、賃金改善額が月平均 8 万以上又は改善後の賃金

が 440 万円以上となる者の数 14 名 ⑤キャリアパス要件Ⅴ 各事業所ともにサービス提

供体制強化加算Ⅰを取得。 

 

7 職場環境等要件 

 


